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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-46046(P2013-46046A)
【公開日】平成25年3月4日(2013.3.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-011
【出願番号】特願2011-185278(P2011-185278)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/50     (2010.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    ４１０　
   Ｃ０９Ｋ  11/64    ＣＱＤ　
   Ｃ０９Ｋ  11/08    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の発光体と、該第１の発光体からの光の照射によって可視光を発する第２の発光体
とを備え、該第２の発光体として、第１の蛍光体と第２の蛍光体とを備える発光装置であ
って、該発光装置の発光スペクトルの色度座標がＣＩＥ座標のｘは０．２８５以下、ｙは
０．３００以下であり、該第１の蛍光体として、質量メジアン径Ｄ５０が８μｍ以上２５
μｍ以下のβ型サイアロン蛍光体を備え、該第２の蛍光体として、質量メジアン径Ｄ５０
が８μｍ以上１５μｍ以下であり、かつ、５００ｎｍ以上５６０ｎｍ以下の波長範囲に励
起帯を有する蛍光体を備え、該第１の蛍光体の質量メジアン径Ｄ５０が、該第２の蛍光体
の質量メジアン径Ｄ５０よりも大きいことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記β型サイアロン蛍光体が、β型Ｓｉ３Ｎ４構造を有し、Ｅｕを必須元素として含む
蛍光体であって、Ｅｕ濃度が０．４質量％以上０．８質量％以下であることを特徴とする
請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記第２の蛍光体が、６００ｎｍ以上６６０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピーク波長を有
することを特徴とする請求項１または２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第２の蛍光体の波長４００～４８０ｎｍにおける最大励起強度に対する波長５１０
～５６０ｎｍにおける励起強度の比が０．４以上０．９以下であることを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１の蛍光体が、下記式［Ａ］で表される組成を有することを特徴とする請求項１
～４のいずれか一項に記載の発光装置。
Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＯｄＮｅ［Ａ］
（但し、Ｍ１は、Ｅｕを必須とするＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、
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Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、
Ｍ２は、Ａｌを必須とする３価の金属元素であり、Ｍ３は、Ｓｉを必須とする４価の金属
元素である。ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ、０．００８≦ａ≦０．０２０、ｂ＋
ｃ＋ｄ＋ｅ＝１４、０．７２≦（ｂ＋ｃ）／（ｄ＋ｅ）≦０．７８の範囲の値である。）
【請求項６】
　前記第２の蛍光体が、下記式［Ｂ］で表される組成を有することを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の発光装置。
Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ［Ｂ］

（但し、Ｍ１は、Ｅｕを必須とするＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、
Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、
Ｍ２は、Ｃａ及び／又はＳｒを必須とする２価の金属元素であり、Ｍ３は、Ａｌを必須と
する３価の金属元素であり、Ｍ４は、Ｓｉを必須とする４価の金属元素である。ａ、ｂ、
ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ、０．００００１≦ａ≦０．１５、ａ＋ｂ＝１、０．５≦ｃ
≦１．５、０．５≦ｄ≦１．５、２．５≦ｅ≦３．５、０≦ｆ≦０．５の範囲の値である
。）
【請求項７】
　前記第２の蛍光体が、下記式［Ｃ］で表される組成を有することを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の発光装置。
Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ［Ｃ］

（但し、Ｍ１は、Ｅｕを必須とするＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、
Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、
Ｍ２は、Ｃａ及び／又はＳｒを必須とする２価の金属元素であり、Ｍ３は、Ａｌを必須と
する３価の金属元素であり、Ｍ４は、Ｓｉを必須とする４価の金属元素である。ａ、ｂ、
ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ、０．０００１≦ａ≦０．２、ａ＋ｂ＝２、０≦ｃ≦０．５
、４．５≦ｄ≦５．５、７．５≦ｅ≦８．５、０≦ｆ≦０．５の範囲の値である。）のい
ずれか一項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記第２の蛍光体が、下記式［Ｄ］で表される組成を有することを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の発光装置。
Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ［Ｄ］

（但し、Ｍ１は、Ｅｕを必須とするＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、
Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、
Ｍ２は、Ｃａ及び／又はＳｒを必須とする２価の金属元素であり、Ｍ３は、Ａｌを必須と
する３価の金属元素であり、Ｍ４は、Ｓｉを必須とする４価の金属元素である。ａ、ｂ、
ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、それぞれ、０．００００１≦ａ≦０．１０、ａ＋ｂ＝１、０．５≦ｃ
≦１．５、３．５≦ｄ≦４．５、６．５≦ｅ≦７．５、０≦ｆ≦０．５の範囲の値である
。）
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の発光装置を備えることを特徴とする画像表示装置
。
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